
令和8年4月版　※制度内容は変更となる場合があります。

耐震化サポート
専門家派遣制度

｜名古屋市耐震化支援制度｜

要安全確認計画記載建築物（沿道建築物）

対象建築物 耐震診断の結果「安全な構造でない」と診断され
「耐震診断の結果の報告書」により市に報告を行った沿道建築物
● 耐震改修促進法第7条第2号に規定する建築物
※国、地方公共団体その他の公の機関が所有する部分を除きます

対象となる方 対象建築物の所有者（管理組合を構成している場合は管理組合）
申込期間 ４月～12月末日（先着順に受け付けます）

耐震改修工事に進むためには、実施設計が必須となります。
本制度は、耐震改修等の検討を行う参考資料としてご活用ください。
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◎申請様式はダウンロードできます
名古屋市 耐震化サポート専門家派遣 検索

名古屋市住宅都市局 耐震化支援課

〒460-8508 名古屋市中区三の丸3-1-1（市役所西庁舎3F）
TEL｜052-972-2773　

｜お問い合わせ先・申請先｜

FAX｜052-972-4179
mail｜a2773@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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｜名古屋市耐震化支援制度｜耐震化サポート専門家派遣制度

Q．派遣日時は？
Ａ．市職員と申込者が日程調整して決定します。

Q．派遣場所は？
Ａ．1回目の訪問場所は、対象建築物の所在地になります。
2回目の訪問場所は、市職員と申込者で調整して決定します。

Q．専門家はどんな人？
Ａ．市から委託された事業者が選定した建築士の資格保有者です。

Q．耐震改修計画案作成に必要な書類は？
Ａ．耐震診断書類(図面、計算書等)が必要になります。
また、お持ちであれば新築時の図面等もご用意ください。

申込から派遣までの流れ

耐震化サポート専門家派遣制度のよくある質問

事前相談 まずは、耐震化支援課にお問い合わせください。
対象建築物や関係書類の保管状況等を確認し、
申請方法等の説明を行います。

申込み 申請後手続きには1～2週間程度かかります。

専門家決定・日程調整 耐震化サポート専門家派遣決定通知書が届き、市職員から
現地訪問の日程調整の連絡があります。

派遣（現地確認等） 専門家と市職員が対象建築物に訪問し、現地確認とあわせ
て耐震化に関する意向等についてお伺いします。

耐震改修計画案作成 聞き取りに基づき、専門家が耐震改修計画案を作成します。
1～2か月程度かかります。

日程調整 市職員から2回目の訪問の日程調整の連絡があります。

派遣（計画案説明） 専門家と市職員が訪問し、耐震改修計画案のお渡しと説明
を行います。


